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地域のイ中間つくりた始静ませんか ?

世甕谷地域デピューの会では、会彙同圭で地域濤愉の経験

紹介 しおい、いるんな犠報を鰺らけてくれます。

世蒻谷で 4よ こんな活動たしてしヽるのだということが、分ん`ゆ

ます。

またこんな通とをしたしヽと思っている方、機談 してみて くだ

さい。簿さんの地域デピューのが手伝しヽ仕し譲す。

これから地域デ鍾ニーしようかなど考えている方、試 し鐘

参嬢 してみ譲せんん` ?奇数月 4寂機会を鶴催 し、個数月 4寂イベ

ン ト猛鱚催 してもちます。

な待ちしています。お問合慧 :③90‥ 7423¨ 8799(鐵丼 )
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0発ず、伸蒻づくつから
はじめまちょう

・撼含なことから
はじめまもょう

・構えなり、気軽に

はじめ套もょう

・ 基本的κはあ 月椰3ユ 韓 0
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。特に資格等はこざし求せん

世田谷地域デビューの会会則

第 1条 (名 称)  本会の名称は、世田谷地域デビューの会とする。

第 2条 (目 的)  会員の相互理解と地域で活動することを目的に自分の居場所を探 り、生涯現役たること

を目指すこととする。

第 3条 (手 段)  主として会員相互の発案や各種団体の体験などを通じ、研修会、報告会により目的の達

成を図ることとする。

第 4条 (会 員)  目的、手段に賛同する個人とする。

第 5条 (役 員) 代表 1名  幹事 数名  会計 1名  会計監査 1名  を置く。

役員は連絡、報告、場所の確保などの会の運営にあたる。 定時総会において会員から

選出し、任期は 2年とする。但 し、再選は妨げない。

第 6条 (会 議)  総会を原則 4月 に開催する。臨時総会は必要の都度、随時開催する。

役員会を随時開催 し、会の運営にあたることとする。

月例会として研修会、報告会、イベン ト参加などを毎月開催する。

第 7条 (所在地)  東京都世田谷区奥沢 6-10-18 代表 臼井達郎 宅とする。

第 8条 (会 計) 会計年度は4月 1日 より3月 31日 の lヶ年とし、総会において報告する。

第 9条 (年会費)  下表のとおりとする。
Eメ ール連絡者   TEL/FAX連絡者

会費        2000円     2500円
ただし、毎年 10月 1日 以降に入会した者は、年会費を半額に減ずる。

(附則) 当会則は平成 19年 3月 10日 に発効し、その後平成 20年 4月 12日 および平成 26年 5月 24

日に改訂され、さらに平成 28年 4月 16日 の総会において改訂承認された。承認後は直ちに発効

する。

世田谷地域デビューの会入会申込書

年   月   日

住 所    〒

連絡先    電話番号

メールア ドレス
その他、趣味、特技、現在所属している地域活動団体名など。
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